
（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
（平成 ６年 ９月３０日作成）
（平成 ８年１０月 ２日改正）
（平成１０年１１月 １日改正）
（平成１７年１１月１１日改正）
(平成２２年１１月２６日改正)
（平成２９年 ３月３１日改正）

法 令 名 農地法

根 拠 条 項 第４条第１項

許 認 可 等 農地転用の許可

の 種 類

法令の定め 第４条第１項（別紙のとおり）

審 査 基 準 農地法（昭和 27年 7月 15日法律第 229号）
農地法施行令（昭和 27年 10月 20日政令第 445号）
農地法施行規則（昭和 27年 10月 20日農林省令第 79号）
農地法関係事務に係る処理基準について（平成 12年 6月 1日 12構改 B第 404号）
農地法の施行について（昭和 27年 12月 20日 27農地第 5129号）
農地法の運用についての制定について（平成 21 年 12 月 11 日 21 経営第 4530 号・21 農振
第 1598号）
農地法関係事務処理要領の制定について（平成 21 年 12 月 11 日 21 経営第 4608 号・21 農
振第 1599号）
農地法施行細則（昭和 45年 1 2月１日北海道規則第 137号）
北海道農地法関係事務処理要領

（平成 22年 2月 16日農調第 1057号北海道農政部長）

標準処理期間
北海道農業会議に 北海道農業会議に

意見聴取する場合 意見聴取しない場合

総 期 間 ７０日・月 ４０日・月 （注：休日は含まない）

経由機関 ６０日・月 ３０日・月 （農業委員会 ）

協議機関 日・月 日・月 （ ）

処分機関 １０日・月 １０日・月 （総合振興局・振興局）

処分担当課 各総合振興局・振興局産業振興部農務課（電話番号： ）

申 請 先 当該土地の所在地を管轄する市町村に設置された農業委員会

（電話番号： ）

問い合わせ先 農政部農業経営局農地調整課農地利用調整グループ

（電話番号：011－ 231－ 4111（内線 27－ 221））
備 考 （公表アドレス http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/csi/standard_term_list.htm）



［法令の定め］

農地法

（農地の転用の制限）

第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事（農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村（以下「指定市町村」という。）

の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。）の許可を受けなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合

二 国又は都道府県等（都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。）が、道路、農業用用排水施設その他の

地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供する

ため、農地を農地以外のものにする場合

三 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて

設定され、又は移転された同法第四条第四項第一号の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用

目的に供する場合

四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定によ

る公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第

三号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合

五 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第八条第一項の規定による公告があ

つた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第五条第八項の権利に係る

農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合

六 土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合

七 市街化区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項の市街化区域と定められた区域（同法

第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。）をいう。）内に

ある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

八 その他農林水産省令で定める場合

２ 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記

載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。

３ 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申

請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。

４ 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき（同項の申請書が同一の事業の目的に供する

ため三十アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものであるときに限る。）は、あらかじめ、

農業委員会等に関する法律（昭和二十六年法律第八十八号）第四十三条第一項に規定する都道府県機構（以下

「都道府県機構」という。）の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都

道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

５ 前項に規定するもののほか、農業委員会は、第三項の規定により意見を述べるため必要があると認めると

きは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

６ 第一項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第

二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示（他の法律の規定による告示又は

公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第二項において同じ。）に係る事業の用に供する

ため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第



八条第四項に規定する農用地利用計画（以下単に「農用地利用計画」という。）において指定された用途に供

するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

一 次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合

イ 農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同

じ。）内にある農地

ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政

令で定めるもの（市街化調整区域（都市計画法第七条第一項の市街化調整区域をいう。以下同じ。）内にある

政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。）

（１） 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの

（２） （１）の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの

二 前号イ及びロに掲げる農地（同号ロ(1)に掲げる農地を含む。）以外の農地を農地以外のものにしようとす

る場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達

成することができると認められるとき。

三 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められ

ないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないこと

その他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その

他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

四 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそ

れがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合そ

の他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

五 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合におい

て、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。

７ 第一項の許可は、条件を付けてすることができる。

８ 国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合（第一項各号のいずれかに該当する場合を

除く。）においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつ

たものとみなす。

９ 都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなけ

ればならない。

10 第四項及び第五項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合について準用する。

11 第一項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

農地法施行令

（市街化区域内にある農地を転用する場合の届出）

第三条 法第四条第一項第七号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省

令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。

２ 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨

を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しな

ければならない。

（農地の転用の不許可の例外）

第四条 法第四条第六項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる



農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。

一 法第四条第六項第一号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること。

イ 申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の

目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。

ロ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八号）第八条第一項又は第九条第一項の規定

により定められた農業振興地域整備計画（以下単に「農業振興地域整備計画」という。）の達成に支障を及ぼ

すおそれがないと認められるものであること。

二 法第四条第六項第一号ロに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該

当すること。

イ 申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資す

る施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。

ロ 申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に

供するために行われるものであること。

ハ 申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業

の用に供するために行われるものであること。

ニ 申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの（当該農地

の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。）であつて、当該事業の目的を達成する

上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。

ホ 申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われ

るものであること。

ヘ 次のいずれかに該当するものであること。

（１）農村地域工業等導入促進法（昭和四十六年法律第百十二号）第五条第一項又は第二項の規定により定め

られた同条第一項に規定する実施計画に基づき同条第三項第一号に規定する工業等導入地区内において同項第

四号に規定する施設を整備するために行われるもの

（２）総合保養地域整備法（昭和六十二年法律第七十一号）第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同

法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設を整備するた

めに行われるもの

（３）多極分散型国土形成促進法（昭和六十三年法律第八十三号）第十一条第一項に規定する同意基本構想に

基づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設を整備す

るために行われるもの

（４）地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（平成四年法律第七十六号）第

八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業とし

て住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第四項に規定

する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設を整備するために行われるもの

（５）その他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画（土地の農業上の効率的な利用を図るための措置

が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。）に従つて行われるものであつて農林水産省

令で定める要件に該当するもの

２ 法第四条第六項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のもの

にする 行為が前項第二号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。

（良好な営農条件を備えている農地）

第五条 法第四条第六項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる

農地と する。

一 おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地



二 土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事

業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの（以下「特

定土地改良事業等」という。）の施行に係る区域内にある農地

三 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認

められる農地

第六条 法第四条第六項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。

一 前条第一号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものと

して農林水産省令で定める基準に適合するもの

二 前条第二号に掲げる農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を

経過したもの以外のもの（特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えること

によつて当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合する

ものの施行に係る区域内にあるものに限る。）

（市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地）

第七条 法第四条第六項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
一 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程

度に達している区域

二 宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域

三 土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第二条第一項に規定する土地区画整理事業又はこれに準

ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域

（市街地化が見込まれる区域内にある農地）

第八条 法第四条第六項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
一 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第一号に掲げ

る区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの

二 宅地化の状況からみて前条第二号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水

産省令で定めるもの

農地法施行規則

（農地を転用するための許可申請）

第三十条 法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

一 申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し

二 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書

三 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用

排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面

四 次条第五号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面

五 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証

する書面

六 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書（意見を求めた日から三



十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面）

七 その他参考となるべき書類

（農地を転用するための許可申請書の記載事項）

第三十一条 法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 申請者の氏名、住所及び職業（法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の

氏名）

二 土地の所在、地番、地目、面積、利用状況及び普通収穫高

三 転用の事由の詳細

四 転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要

五 転用の目的に係る事業の資金計画

六 転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要

七 その他参考となるべき事項

（申請書を送付すべき期間）

第三十二条 法第四条第三項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四

十日（同条第四項又は第五項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日）とする。ただし、同条

第三項の規定により農業委員会が当該申請書に同条第一項の許可をすることが相当であるとする内容の意見を

付そうとする場合において都道府県機構が当該許可をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたとき

その他の特段の事情がある場合は、この限りでない。

（地域の農業の振興に資する施設）

第三十三条 令第四条第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設（法第四条第六項第一

号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによ

つてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。）とする。

一 都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設

二 農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設

三 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設

四 住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に

接続して設置されるもの（令第六条又は第十三条に掲げる土地にあつては、敷地面積がおおむね五百平方メー

トルを超えないものに限る。）

（市街地に設置することが困難又は不適当な施設）

第三十四条 令第四条第一項第二号ロの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設（令第六条又は第十三

条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。）とする。

一 病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する

必要があるもの

二 火薬庫又は火薬類の製造施設

三 その他前二号に掲げる施設に類する施設

（特別の立地条件を必要とする事業）

第三十五条 令第四条第一項第二号ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する

事業とする。

一 調査研究（その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。）

二 土石その他の資源の採取



三 水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの

四 流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの

イ 一般国道又は都道府県道の沿道の区域

ロ 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路（高架の道路その他の道路であつて自動車の

沿道への出入りができない構造のものに限る。）の出入口の周囲おおむね三百メートル以内の区域

五 既存の施設の拡張（拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の二分の一を超えないものに

限る。）

六 法第四条第六項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地に係る法第四条第一項若しくは第五条第

一項の許可又は法第四条第一項第七号若しくは第五条第一項第六号の届出に係る事業のために欠くことのでき

ない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設（令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土

地に設置されるものに限る。）

（隣接する土地と同一の事業の目的に供するための農地の転用）

第三十六条 令第四条第一項第二号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地

の面積に占める申請に係る法第四条第六項第一号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申

請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第六条に掲げる土地の面積の割合が五分の一

を超えないこととする。

（公益性が高いと認められる事業）

第三十七条 令第四条第一項第二号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する

事業とする。ただし、第一号、第三号、第六号、第七号、第十二号及び第十三号に該当するものに関する事業

にあつては、令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る。

一 土地収用法その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業（太陽光を電気に変換する

設備に関するものを除く。）

二 森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第二十五条第一項各号に掲げる目的を達成するために行われ

る森林の造成

三 地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第二十四条第一項に規定する関連事業計画若しくは急傾

斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第九条第三項に規定する勧告に基

づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第十条第一項若しくは第二項に規定する命令に基づき行われる

急傾斜地崩壊防止工事

四 非常災害のために必要な応急措置

五 土地改良法第七条第四項に規定する非農用地区域（以下単に「非農用地区域」という。）と定められた区

域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供する行為

六 工場立地法（昭和三十四年法律第二十四号）第三条第一項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記

載された土地の区域（農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。）内において行われる工場又は事業場

の設置

七 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第

百四十七号）附則第五条第一項第一号に掲げる業務（農業上の土地利用との調整が調つた土地の区域内におい

て行われるものに限る。）

八 削除

九 集落地域整備法（昭和六十二年法律第六十三号）第五条第一項に規定する集落地区計画の定められた区域

（農業上の土地利用との調整が調つたもので、集落地区整備計画（同条第三項に規定する集落地区整備計画を

いう。第四十七条及び第五十七条において同じ。）が定められたものに限る。）内において行われる同項に規定

する集落地区施設及び建築物等の整備



十 優良田園住宅の建設の促進に関する法律（平成十年法律第四十一号）第四条第一項の認定を受けた同項に

規定する優良田園住宅建設計画（同法第四条第四項又は第五項に規定する協議が調つたものに限る。）に従つ

て行われる同法第二条に規定する優良田園住宅の建設

十一 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和四十五年法律第百三十九号）第三条第一項に規定する農

用地土壌汚染対策地域（以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。）として指定された地域内にある農用

地（同法第二条第一項に規定する農用地をいう。この号、第四十七条及び第五十七条において同じ。）（同法第

五条第一項に規定する農用地土壌汚染対策計画（以下単に「農用地土壌汚染対策計画」という。）において農

用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。）その他の農用地の土

壌の同法第二条第三項に規定する特定有害物質（以下単に「特定有害物質」という。）による汚染に起因して

当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況から

みて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業

十二 東日本大震災復興特別区域法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業であつて、次に掲げる要

件に該当するもの

イ 東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項第二号に掲げる地域をその区域とする市町村が作成する同

項に規定する復興整備計画に係るものであること。

ロ 東日本大震災復興特別区域法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会における協議が調つたものであ

ること。

ハ 当該市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。

ニ 当該市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

十三 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律（平成二十五

年法律第八十一号）第五条第一項に規定する基本計画に定められた同条第二項第二号に掲げる区域（農業上の

土地利用との調整が調つたものに限る。）内において同法第七条第一項に規定する設備整備計画（当該設備整

備計画のうち同条第二項第二号に掲げる事項について同法第六条第一項に規定する協議会における協議が調つ

たものであり、かつ、同法第七条第四項第一号に掲げる行為に係る当該設備整備計画についての協議が調つた

ものに限る。）に従つて行われる同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備

（地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用）

第三十八条 令第四条第一項第二号ヘ(5)の農林水産省令で定める計画は、農業振興地域の整備に関する法律

（昭和四十四年法律第五十八号）第八条第一項に規定する市町村農業振興地域整備計画又は同計画に沿つて当

該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画とする。

第三十九条 令第四条第一項第二号ヘ(5)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当する施設を前

条に規定する計画に従つて整備するため行われるものであることとする。

一 前条に規定する計画（次号に規定するものを除く。）においてその種類、位置及び規模が定められている

施設

二 農業振興地域の整備に関する法律施行規則（昭和四十四年農林省令第四十五号）第四条の四第一項第二十

六号の二に規定する計画において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地か

ら定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置される

ものとして当該計画に定められている施設

（特定土地改良事業等）

第四十条 令第五条第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。

一 次のいずれかに該当する事業（主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的とするものを除

く。）であること。



イ 農業用用排水施設の新設又は変更

ロ 区画整理

ハ 農地又は採草放牧地の造成（昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。）

ニ 埋立て又は干拓

ホ 客土、暗きよ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業

二 次のいずれかに該当する事業であること。

イ 国又は地方公共団体が行う事業

ロ 国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業

ハ 農業改良資金融通法（昭和三十一年法律第百二号）に基づき公庫又は沖縄振興開発金融公庫から資金の貸

付けを受けて行う事業

ニ 公庫から資金の貸付けを受けて行う事業（ハに掲げる事業を除く。）

（農作業を効率的に行うのに必要な条件）

第四十一条 令第六条第一号の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業

機械（農業機械化促進法（昭和二十八年法律第二百五十二号）第二条第三項に規定する高性能農業機械をいう。）

による営農に適するものであると認められることとする。

（土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等）

第四十二条 令第六条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしてい

ることとする。

一 第四十条第一号ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。

二 次のいずれかに該当する事業であること。

イ 国又は都道府県が行う事業

ロ 国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業

（公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度）

第四十三条 令第七条第一号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。

一 水管、下水道管又はガス管のうち二種類以上が埋設されている道路（幅員四メートル以上の道及び建築基

準法（昭和二十五年法律第二百一号）第四十二条第二項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されている

ものをいい、第三十五条第四号ロに規定する道路及び農業用道路を除く。）の沿道の区域であつて、容易にこ

れらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね五百メートル以

内に二以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。

二 申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね三百メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存するこ

と。

イ 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場

ロ 第三十五条第四号ロに規定する道路の出入口

ハ 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場（これらの支所を含む。）

ニ その他イからハまでに掲げる施設に類する施設

（宅地化の状況の程度）

第四十四条 令第七条第二号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。

一 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。

二 街区（道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画された地域を

いう。以下同じ。）の面積に占める宅地の面積の割合が四十パーセントを超えていること。



三 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められていること（農業上の土地利用との調整が

調つたものに限る。）。

（市街地化が見込まれる区域）

第四十五条 令第八条第一号の農林水産省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

一 相当数の街区を形成している区域

二 第四十三条第二号イ、ハ又はニに掲げる施設の周囲おおむね五百メートル（当該施設を中心とする半径五

百メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が四十パーセントを超える

場合にあつては、その割合が四十パーセントとなるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該

半径の長さ又は一キロメートルのいずれか短い距離）以内の区域

第四十六条 令第八条第二号の農林水産省令で定める区域は、宅地化の状況が第四十四条第一号に掲げる程度

に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものと

する。

（申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由）

第四十七条 法第四条第六項第三号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 法第四条第一項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこ

と。

二 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これら

の処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。

二の二 申請に係る事業の施行に関して法令（条例を含む。第五十七条第二号の二において同じ。）により義

務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。

三 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。

四 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。

五 申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成（その処分を含む。）のみを目的と

するものであること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

イ 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため農

地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。

ロ 農業協同組合が農業協同組合法第十条第五項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に

供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供さ

れることが確実と認められるとき。

ハ 農地中間管理機構（農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業を行う者に限る。第五十七条第五

号ハにおいて同じ。）が農業用施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であ

つて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。

ニ 第三十八条に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農

地以外のものにする場合

ホ 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造

成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該用途に供されることが確実と認められ

るとき。

ヘ 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域（農業上の土地利用との

調整が調つたものに限る。）内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農

地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。

ト 都市計画法第十二条の五第一項に規定する地区計画が定められている区域（農業上の土地利用との調整が



調つたものに限る。）内において、同法第三十四条第十号の規定に該当するものとして同法第二十九条第一項

の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする

場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。

チ 集落地域整備法第五条第一項に規定する集落地区計画が定められている区域（農業上の土地利用との調整

が調つたものに限る。）内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等

の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの建築物等

の用に供されることが確実と認められるとき。

リ 国（国が出資している法人を含む。）の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立され

た一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村

地域工業等導入促進法（昭和四十六年法律第百十二号）第五条第一項又は第二項の規定により定められた同条

第一項に規定する実施計画に基づき同条第三項第一号に規定する工業等導入地区内において同項第四号に規定

する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合

ヌ 総合保養地域整備法（昭和六十二年法律第七十一号）第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法

第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設の用に供される

土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確

実と認められるとき。

ル 削除

ヲ 多極分散型国土形成促進法（昭和六十三年法律第八十三号）第十一条第一項に規定する同意基本構想に基

づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設の用に供さ

れる土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されること

が確実と認められるとき。

ワ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（平成四年法律第七十六号）第八

条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として

住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は

同条第四項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造

成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と

認められるとき。

カ及びヨ 削除

タ 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法（昭和六十三年法律第四十七号）第三条第一

項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地

以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。

レ 地方公共団体（都道府県等を除く。）又は独立行政法人都市再生機構その他国（国が出資している法人を

含む。）の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地

を造成するため農地を農地以外のものにする場合

ソ 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、

ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以

外のものにする場合

ツ 事業協同組合等（独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令（平成十六年政令第百八十二号）第三条第

一項第三号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。）が同号に規定する事業の実施により工場、事業場

その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合

ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が

住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、

当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。

ナ 土地開発公社が土地収用法第三条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設



の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用

に供されることが確実と認められるとき。

ラ 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地（農用地土壌汚染対策計画において農用地

として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。）その他の農用地の土壌の

特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該

農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用

地の利用の合理化に資する事業の実施により農地を農地以外のものにする場合


